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 「京都市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する条例（仮称）」の制定に係る市民意見募集の結果について 

 

 

  「京都市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する条例（仮称）」の制定に係る市民意見募集を下記のとおり実施し，

市民の皆様から多数の御意見をお寄せいただきました。 

  いただいた御意見に対する京都市の考え方を取りまとめましたので，公表します。  

  貴重な御意見をお寄せいただいた皆様に，厚く御礼申し上げます。 

 

                   記 

 

１ 市民意見募集の概要 

  (1) 募集期間 

   平成２８年７月１４日（木）～平成２８年８月２２日（月） 

 (2) 応募方法 

   郵送，ＦＡＸ，電子メール，ホームページの意見送信フォーム 

 (3) リーフレットの配布場所 

   市役所，各区役所・支所など 

 

２ 御意見数 

  意見者数：８４人，意見総数：１１５件   

 

３ 御意見をいただいた方の属性 

 (1) 居住地（人） 

京都市在住 
京都市通勤通学 

(京都市在住以外） 
京都市以外 不明 合計 

６１ ８ ４ １１ ８４ 

 

 (2) 年齢（人） 

20歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70歳代以上 不明 合 計 

１ ４ １７ １８ １９ １２ ３ １０ ８４ 
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４ 御意見の内訳 

区分 意見総数 

１ 条例全体について 

 (1) 条例案に賛同する内容の御意見 

 (2) お泊まりデイ自体に反対（懸念がある）との御意見 

 (3) お泊まりデイ自体に賛成（必要である）との御意見 

４３ 

(10) 

(7) 

(26) 

２  個別の基準について 

 (1) 宿泊条件についての御意見 

 (2) 連続宿泊日数についての御意見 

 (3) 総宿泊日数についての御意見  

 (4) 夜勤職員についての御意見 

 (5) 看護職員についての御意見 

  (6) 利用定員についての御意見 

 (7) 宿泊室についての御意見   

 (8) 安全の確保についての御意見 

 (9) 調査への協力についての御意見 

 (10)その他の基準についての御意見 

５７ 

(1) 

(19) 

(1) 

(6) 

(3) 

(1) 

(5) 

(3) 

(2) 

(16) 

３ その他の御意見 

 (1) 介護保険制度全般について 

 (2) その他について 

１５ 

(7) 

(8) 

 ※（ ）の数字は内数 
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御意見の主な内容と御意見に対する本市の考え方 

  

 １ 条例全体について （意見数：４３） 

 (1) 条例案に賛同する内容の御意見 （意見数：１０） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

・利用者の尊厳，安全・安心の確保やデ

イサービスの本来の事業目的を果たすた

めにも基準や条例は必要である。 

・条例制定により，施設の環境改善と宿

泊の長期化を防ぐことができる。 

など 

10件  宿泊サービスを提供する場合

における遵守すべき基準を定め

た条例を制定することで，利用者

の尊厳の保持と安全確保を図っ

てまいります。 

 

 (2) お泊まりデイ自体に反対（懸念がある）との御意見 （意見数：７） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

・デイサービスとショートステイの施設

の違いがあいまいになる。介護保険法に

基づくサービスが希薄になる。 

・関東と違い，ショートステイや小規模

多機能型居宅介護の宿泊がどこでも一

杯の状態でない中，お泊まりデイの利用

は家族やケアマネジャーの都合であり，

安易に認めるべきではない。 

など 

７件  国は届出制を導入し，基準の目

安としてガイドラインを策定し

ましたが，宿泊の長期化などの懸

念もあることから，条例において

基準を定めることにしました。 

 デイサービス利用者の宿泊ニ

ーズに対しては，適切なケアマネ

ジメントの下，介護保険法に基づ

くショートステイや小規模多機

能型居宅介護で対応することが

望ましいと考えております。 

 

 (3) お泊まりデイ自体に賛成（必要である）との御意見 （意見数：２６） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

・お泊まりデイのニーズは高まってお

り，必要なサービスである。 

・環境の変化に対応が困難な利用者にと

って，急な泊まりが必要なときは有効な

施設である。 

・ショートステイの空きがない，施設入

所ができない利用者にとって，お泊まり

デイはなくてはならないものだ。 

・通い慣れたデイサービスでの宿泊は本

人や家族にとって安心できる。 

・老人ホームだと車イスが多くなり，歩

行できなくなる可能性があるので，お泊

まりデイはとても助かる。 

26件  デイサービス利用者の宿泊ニ

ーズに対しては，適切なケアマネ

ジメントの下，介護保険法に基づ

くショートステイや小規模多機

能型居宅介護で対応することが

望ましいと考えております。 

 このため，今後とも介護基盤整

備を計画的に進めるとともに，お

泊まりデイについては，ケアマネ

ジャーがやむを得ないと判断し

た場合に，緊急時又は短期的な利

用に限り宿泊できるようにした

いと考えております。 
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 ２ 個別の基準 （意見数：５７） 

(1) 宿泊条件について （意見数：１） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・心身状態の悪化を防ぐため，宿泊条件

に医師の判断を求めてはどうか。 

１件  宿泊条件として医師の判断を

求めることまでは考えておりま

せんが，利用者の心身の状態に応

じた適切なケアマネジメントの

下，宿泊サービスが提供されるよ

う，求めてまいります。 

   

 (2) 連続宿泊日数について （意見数：１９） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・７日を超える場合は，訪問看護か医師

の往診を求めてはどうか。 

・連続宿泊日数７日（緊急時 14日まで）

の基準は緩いように思われる。 

２件  宿泊日数が７日を超える場合

は，利用者の家族の疾病その他の

やむを得ない事情があるとケア

マネジャーが認めた場合に限り，

１４日以内の宿泊を可能とする

こととし，利用者の心身の状況等

を踏まえて適切かつ必要なサー

ビスを提供するよう努めてまい

ります。 

【より緩和した基準にすべき】 

・お泊まりデイを長期に利用できなくな

ると，本人・家族ともに負担が増え，安

心して生活できなくなるので，連続宿泊

日数の制限はしないでほしい。 

・やむを得ず７日以上連泊せざるを得な

い利用者もあり，連続宿泊日数の制限は

やや短い。利用者の行き場がなくならな

いよう，お泊まりデイのあり方を考えて

欲しい。 

・お泊まりデイの長期利用者の行き場が

なくならないよう，ガイドラインの「緊

急時又は短期的な利用」を過度に拡大解

釈せず，連続宿泊日数を 30日，それ以上

の緊急利用について７日，さらにやむを

得ない事情がある場合は 14 日という日

数制限にしてほしい。 

 

17件  在宅生活を支援する介護保険

制度の理念に基づきデイサービ

ス利用者の宿泊ニーズについて

は介護保険法に基づくショート

ステイや小規模多機能型居宅介

護が望ましいと考えており，宿泊

を前提としないデイサービスの

設備を利用したお泊まりデイは

緊急時又は短期的な利用が原則

であり，宿泊サービスの利用が長

期化することは個人の尊厳を確

保する観点から望ましくないと

考えております。 

 そのため，ケアマネジャーが利

用者の心身の状況や家族の事情

を把握し，適切なケアマネジメン

トの下，やむを得ないと判断した

場合の最小限の宿泊日数として

小規模多機能型居宅介護におい

て緊急に登録者以外が短期利用

する際の基準を参考に７日以内

（家族の疾病等やむを得ない事

情がある場合は 14 日）の連続宿

泊日数を上限としております。  
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(3) 総宿泊日数について （意見数：１） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・１箇月の利用を２～３日に限定するこ

とが望ましい。 

１件  総宿泊日数はショートステイ

の基準を参考に，要介護認定の有

効期間の概ね半数を超えないこ

ととしておりますが，宿泊サービ

スの提供日数については，適切な

ケアマネジメントの下，あくまで

緊急時又は短期的な利用を原則

としております。 

 

 (4) 夜勤職員について  （意見数：６） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・介護職員初任者研修修了者以上の資格

を持った介護職員 1 人以上かつ看護職員

１人以上としてほしい。 

・夜間の人員基準について，１人では全

く対応できず，利用者の生命を担保でき

ない。 

・夜間の災害時に１人の職員で複数の利

用者に対応することはできない。 

など 

６件  夜勤職員の基準については，国

のガイドラインや小規模多機能

型居宅介護の基準を参考に，常時

１人以上の夜勤職員の配置を求

めております。 

 

 

 (5) 看護職員について  （意見数：３） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・看護職員の夜勤を条件付けなければ，

夜間，介護職員による医療行為が行われ

る可能性がある。 

・夜間の利用者の急変時などに，医師や

看護師との連絡体制の整備が必要であ

る。 

 

２件  看護職員の夜勤勤務までを求

めてはおりませんが，小規模多機

能型居宅介護における看護職員

の配置基準を参考に，利用者の健

康状態を確認し，病状の急変に備

えるため，日中のデイサービス又

は宿泊サービス時に看護職員の

配置を求めていきたいと考えて

おります。なお，医療行為が必要

な利用者に対しては，ショートス

テイ等での対応が必要であると

考えております。 

【より緩和した基準にすべき】 

・看護職員の配置が求められていない定

員１０名以下のデイサービスでも宿泊サ

ービスができるよう看護職員の人員を緩

和してほしい。 

１件  看護職員が，必要に応じて，宿

泊する利用者の健康状態を確認

し，夜間の病状の急変等の不測の

事態に備えるため，規模にかかわ

らず，配置の基準が必要であると

考えております。  
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(6) 利用定員について   （意見数：１） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・利用定員の基準が緩い。 

１件  利用定員については，夜勤職員

１人で対応可能な人数として，国

のガイドラインを参考に基準を

設けております。 

 

(7) 宿泊室について （意見数：５） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・ベッドの必要性の記載がなく，雑魚寝

を認める基準であり，反対する。 

・プライバシーが配慮された居室とする

基準が必要である。 

など 

４件  国のガイドラインや小規模多

機能型居宅介護の基準を参考に，

1 人当たり一定の宿泊スペースの

確保を求めるとともに利用者の

身体状況に応じた適切な寝具等

の提供も含めて，利用者の立場に

立った宿泊サービスの提供を求

めていきたいと考えております。 

【より緩和した基準にすべき】 

・個室の基準を廃止すべきである。 

１件  小規模多機能型居宅介護の基

準を参考に，原則，個室としてお

りますが，デイサービス事業所の

施設状況を踏まえて，プライバシ

ーを確保したうえで，利用者１人

当たり一定の面積を確保した場

合は，個室以外も認めることを考

えております。 

 

(8) 安全の確保について（意見数：３） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・施設の安全確保の整備が必要である。 

 

２件  施設の防災対策として，消防法

の基準に加えて，条例においてス

プリンクラーの設置に努めるよ

う，求めてまいりたいと考えてお

ります。 

・緊急時の訓練の実施が必要である。 １件  非常災害に備えるため，必要な

訓練を定期的に実施するよう，求

めてまいりたいと考えておりま

す。 
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(9) 調査への協力について （意見数：２） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・指導だけでは実効性を確保するための

方法としては不十分である。 

２件  立入調査ができる規定を加え

るとともに，京都市が事業者を指

導したにもかかわらず，これに従

わないときは，必要な措置を採る

よう勧告し，その内容について公

表することができる基準を設け

ることにより，実効性を確保した

いと考えております。 

 

(10) その他の基準について （意見数：１６） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

【より厳しい基準にすべき】 

・条例で，責務と努力義務や罰則の有無

を明確にすべきである。 

１件  国において，届出制としている

ことから，条例で罰則を設けるこ

とまでは考えておりません。 

・ケアマネジャーは，お泊まりデイ事業

所に対して，宿泊者に係る情報（食事制

限，薬等）をしっかり提供すべきである。  

 また，宿泊サービス計画のチェック機

能が必要である。 

２件  宿泊サービスの提供及び宿泊

サービス計画の作成に当たって

は，ケアマネジャーと連携するこ

とを求めてまいります。 

・夜間職員への教育が必要である。 

 

 

 

１件  介護保険法に基づくサービス

と同様に，利用者の人権の尊重及

び虐待の防止を図るため，研修の

実施に努めるよう，求めてまいり

たいと考えております。 

・宿泊サービスの料金は一律化すべきで

ある。 

１件  介護保険制度に基づくサービ

スではないことから，料金を一律

化することは考えておりません。 

・高齢者の尊厳と安全を確実に確保する

条件整備を行う必要がある。 

１件  国のガイドラインを最低限の

基準として，介護保険法に基づく

他の事業を参考としたうえで基

準を設定することで，利用者の尊

厳の保持と安全確保を図りたい

と考えております。 

・日中のデイサービスと同じ場所なので，

支援内容に変化が乏しくなるのではない

か。 

１件  利用者の尊厳の保持のため，常

に利用者の立場に立った宿泊サ

ービスの提供を求めていきたい

と考えております。 



 

8 

 

【より緩和した基準にすべき】 

・基準を設けることは必要だが，お泊ま

りデイが利用できなくなることで家族の

生活が立ちゆかなくなることはあっては

ならない。 

・利用者の安全のために条例は必要だが，

厳しくすると提供する事業所がなくなる

ので，ある程度の緩和は必要。 

など 

８件  デイサービスの設備を利用し

て提供する宿泊サービスについ

ては，適切なケアマネジメントの

下，緊急時又は短期的な利用が原

則であり，個人の尊厳を確保する

観点から，必要な基準を設けるべ

きであると考えております。 

・現在長期で宿泊サービスを利用してい

る者に対して基準遵守の平成３０年４月

までの猶予期間を設けてほしい。 

 

１件  長期の宿泊サービスを前提と

して，現在，お泊まりデイを利用

されている方もいることから，施

行日前に宿泊サービスを利用し

ている方に限り，利用期間の制限

規定については，施行日から６箇

月間の猶予期間を設けたいと考

えております。なお，この場合に

おいても，ケアマネジャーと連携

し，必要な措置を講じるよう，努

めなければならないと考えてお

ります。 

 

３  その他の御意見 （意見数：１５） 

(1) 介護保険制度の問題について （意見数：７）   

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

・介護保険外のサービスが利用される背

景を考え，現状の制度の問題点を考える

必要がある。 

・ショートステイや施設入所等の介護保

険サービスの充実や利用しやすい環境

づくりをすすめるべきである。 

など 

７件  本市では，京都市民長寿すこや

かプランにおいて取り組む施策

の一つに「介護サービスの充実」

を掲げて取り組んでおり，今後も

引き続き特別養護老人ホーム等

の施設・居住系サービスの整備を

計画的に進めるとともに，要介護

高齢者の在宅生活を支えるため

小規模多機能型居宅介護等をは

じめとした居宅系サービスの整

備も進めるなど，施設・居宅の両

面から高齢者の生活を支えてま

いります。 
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(2) その他について （意見数：８） 

   市民の皆様の御意見（概要） 件数  御意見に対する本市の考え方 

・ケアマネジャーは介護サービスと同様

に，宿泊サービスにおいても，計画書の

作成及び提出を求めてはどうか。 

など 

３件  利用者に適切な宿泊サービス

が提供できるよう宿泊サービス

計画の作成に当たっては，ケアマ

ネジャーとの連携を求めること

を考えております。 

・デイサービスの運営だけでも職員不足

で大変であり，お泊まりデイを実施する

予定はない。 

・現状では職員の配置や運営方法に問題

が出てくる。設備面で対応しきれない。 

２件  宿泊サービス利用者の尊厳の

保持及び安全の確保を図ること

を目的に条例を策定するもので

あり，お泊まりデイを推奨するも

のではありません。 

・大規模，通常規模のデイサービスにお

いても，運営推進会議の実施を義務付け

してほしい。 

 

１件  運営推進会議は国の基準によ

り，地域密着型サービスにのみ設

置が義務付けられており，大規

模，通常規模のデイサービスに設

置を求めることは考えておりま

せん。 

・プライバシーの確保，夜勤帯の体制の

見直し，ショートステイとの違いの明確

化が必要である。 

１件  宿泊サービスを提供する場合

における遵守すべき基準を定め

た条例を制定することで，利用者

の尊厳の保持と安全確保を図っ

てまいりたいと考えております。  

・認知症であり，散歩の際，自分の家に

戻れないことがある。 

１件 

 


